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フィリピン・イリハンLNG輸入ターミナル事業に関する要請及び質問

　貴行が大阪ガス株式会社と共同出資しているAGP International Holdings Pte. Ltd. （以下、
AGP）が現在フィリピンで建設中のイリハンLNG輸入ターミナル事業について、私たちは今年11
月15日に要請書を提出し、貴行が『環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン』（以
下、ガイドライン）に則り、同事業の工事を即時停止するとともに、同事業に対する出資を止める

よう求めました。しかし、その後、建設工事は続行され、現場の状況は改善されるどころか、悪化

の一途を辿っています。

　現地の報道1によれば、11月下旬、バタンガスータバンガオーイリハンーロボを結ぶ国道が、同
事業の杜撰な工事が原因で崩落しました。同事業の掘削作業が進められている現場に隣接する
道路の下から海水が流れ込み、道路が崩落する様子が映し出されています。また、迂回路が用
意されてはいるものの、日常生活に欠かせない幹線道路が崩落したことで、住民の生活にも影
響が出ているとのことです。

　フィリピン現地の市民団体は、事業者が住民に対する説明責任を十分に果たしていないことに

ついても、懸念を示しています2。今回の道路崩落事故が自分たちの日常生活に関わる重要なこ

とであるにもかかわらず、住民は事故の原因等について説明を受けていないとのことです。ま

た、多くの市民が利用する幹線道路であるにもかかわらず、事故の報道が非常に限定されてお

り、市民の知る権利も侵害されていると指摘しています。

　同事業は、このような事故が起きる前から、海洋生態系の破壊、地域住民の生計手段への悪

影響、ステークホルダーの適切な参加の欠如、複数の国内法の違反等、多くの環境・社会問題

が未解決であると指摘されてきました。とりわけ、2022年8月8日には、土地転換に関する承認を
フィリピン農地改革省（DAR）から得ないまま開発行為を継続したという理由で、同事業の関係者
に対して工事の「停止命令」が発出されています。数々の問題への対処を放置したまま当局の停

止命令にも従わず、事業者が工事を続行し、今回の道路崩落事故が発生したことは大変憂慮す

べき事態です。

　先の要請書（2022年11月15日）でも指摘したとおり、同事業では、ガイドラインで出資の要件と
されている国内法の遵守が確保されていません。また、これまで複数回にわたり、環境社会配慮

2https://mailchi.mp/dfed5f190179/press-release-road-collapse-just-a-taste-of-what-lng-plants-can-brin
g-advocates-say?e=2d0b061dc4

1 https://fb.watch/hfUoabmCvU/
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に係る適切な対応が求められてきたにもかかわらず、事業者が必要な対策を怠っていることは

明らかです。

　従って、私たちは改めて、貴行がガイドラインに則り、直ちに同事業の工事を停止するとともに、

同事業に対する出資を止めるよう強く求めます。また、今回の崩落事故の原因や再発防止策に

ついて、住民に対する十分な説明と情報提供など透明性が確保されるよう、貴行がAGPの出資
者としての責任を果たすよう求めます。

　さらに、同事業の今回の道路崩落事故に関して、以下の質問にご回答いただきたくお願い申し

上げます。御多忙の折に大変恐縮ですが、1週間を目途にご回答いただけますと幸いです。

【質問】

（１）今年11月下旬にイリハンLNG輸入ターミナル事業の建設工事現場で起きた道路崩壊事故に
ついて、日時、場所、状況、影響等について貴行が入手している情報をご教示ください。

（２）同事故の原因を特定する調査は行われているのでしょうか。すでに事故原因が特定されて

いるのであれば、結果をご教示ください。

（３）フィリピン農地改革省からの工事の停止命令、また今回の道路崩落事故を踏まえれば、同

事業に係る工事を直ちに停止するべきなのは明らかですが、貴行はどのようにお考えでしょう

か。

（４）崩壊した道路の修復作業は、事業者によって行われる予定でしょうか。

（５）事故地点での道路崩落事故の再発防止対策および近隣道路での同様の事故の防止対策

は策定されるのでしょうか。どのような対策が講じられるのでしょうか。

（６）事故の調査結果および再発防止対策につき、本質問回答時点で事業者が住民に対する説

明・情報提供を行う予定はあるでしょうか。

以上
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【連絡先】

　国際環境NGO FoE Japan（担当：長田、波多江）
　　〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9
　　tel: 03-6909-5983 fax: 03-6909-5986
　　 E-mail: info@foejapan.org
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